
富山市入札公告第１３７号 

   入札公告 

  次のとおり建設工事の条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施

行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項の規定により、公

告する。なお、この公告に掲げるもののほか、この入札に必要な事項につ

いては、建設工事の条件付き一般競争入札における各入札に共通して必要

となる事項について（平成２３年富山市入札公告第１３０号）による。 

    令和元年１１月１８日 

 

                                  富山市長    森      雅    志 

 

工 事 名 （ 仮 称 ） 永 楽 町 停 留 場 整 備 工 事 

工 事 場 所 富 山 市 永 楽 町 地 内 

工 事 完 成 期 限 令 和 ２ 年 ３ 月 ２ ７ 日 

工 事 概 要 停 留 場 整 備 工  Ｎ ＝ １ 式  上 屋 基 礎 杭 工  Ｎ ＝ １ 式 

消 雪 工  Ｎ ＝ １ 式  管 路 工  Ｎ ＝ １ 式 

予 定 価 格 １ ２ ７ ， ５ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円 

（ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 額 を 含 ま な い 。 ） 

審 査 基 準 日 入 札 参 加 資 格 の 審 査 は 、 令 和 元 年 １ １ 月 ２ ９ 日 現 在 の

事 実 を も っ て 行 う も の と す る 。 

入 札 参 加 形 態 特 定 建 設 工 事 共 同 企 業 体 （ ２ 事 業 者 で 結 成 し た も の で

、 共 同 施 工 方 式 に よ る も の 。 以 下 「 共 同 企 業 体 」 と い

う 。 ） 

入

札

参

加

資

格  

業 種 土 木 

代 表 構 成

員 の 要 件 

１  建 設 業法 第 ３ 条 第 １ 項 に 定 め る 営 業 所 （ 以 下 「 営 

業 所 」 と い う 。 ） が 富 山 市 の 区 域 内 に あ る こ と 。 

２  主 た る 営 業 所 が 富 山 市 の 区 域 内 に あ る 者 に あ っ て

は 、 入 札 参 加 資 格 決 定 通 知 書 で 通 知 さ れ た 土 木 工 事

の 総 合 点 数 が １ ， ０ ６ ０ 点 以 上 で あ る こ と 。 

  従 た る 営 業 所 が 富 山 市 の 区 域 内 に あ る 者 に あ っ て 



  は 、 審 査 基 準 日 に お い て 有 効 な 経 営 規 模 等 評 価 結 果

通 知 書 ・ 総 合 評 定 値 通 知 書 で 通 知 さ れ た 土 木 一 式 工

事 に 係 る 総 合 評 定 値 （ Ｐ ） が １ ， ２ ０ ０ 以 上 で あ る

こ と 。 

３  土 木 一 式 工 事 に つ い て の 特 定 建 設 業 の 許 可 を 受 け

て い る 者 で あ る こ と 。 

４  １ 級 土 木 施 工 管 理 技 士 と 同 等 の 資 格 を 有 し 、 か つ

、 監 理 技 術 者 （ 監 理 技 術 者 資 格 者 証 及 び 監 理 技 術 者

講 習 修 了 証 を 有 す る 者 又 は こ れ に 準 ず る 者 を い う 。

） の 資 格 を 有 す る 者 （ 以 下 「 １ 級 土 木 施 工 管 理 技 士

等 」 と い う 。 ） を 主 任 （ 監 理 ） 技 術 者 と し て 配 置 で

き る こ と 。 た だ し 、 契 約 金 額 が ３ ， ５ ０ ０ 万 円 以 上

と な る 場 合 は 、 専 任 で 配 置 す る こ と と し 、 そ の 配 置

技 術 者 は 、 建 設 業 法 第 ７ 条 第 ２ 号 及 び 第 １ ５ 条 第 ２

号 に 規 定 す る 営 業 所 ご と に 専 任 で 配 置 す る 技 術 者 （

以 下 「 営 業 所 専 任 技 術 者 」 と い い 、 当 該 工 事 の 業 種

以 外 の 業 種 の 営 業 所 専 任 技 術 者 を 含 む 。 ） で な い こ

と 。 

５  契 約 時 に お い て 、 ４ の 前 段 の 配 置 技 術 者 は 他 の 工

事 の 専 任 技 術 者 で な い こ と と し 、 ま た 、 ４ の た だ し

書 に 規 定 す る 配 置 技 術 者 は 他 の 工 事 に 配 置 さ れ て い

る 者 で な い こ と 。  

６  平 成 １ ６ 年 ４ 月 １ 日 以 降 に 官 公 庁 等 発 注 の 土 木 一

式 工 事 の 元 請 と し て 、 こ の 工 事 の 予 定 価 格 の ３ 割 以

上 の 金 額 の 施 工 実 績 が あ る こ と 。 

７  平 成 １ ７ 年 ４ 月 １ 日 以 降 に 官 公 庁 等 又 は 軌 道 事 業

者 発 注 の 軌 道 営 業 線 工 事 を 元 請 と し て 施 工 し た 実 績

が あ る こ と 。 

８  平 成 １ ７ 年 ４ 月 １ 日 以 降 に 官 公 庁 等 又 は 軌 道 事 業

者 発 注 の 新 設 軌 道 工 事 を 元 請 と し て 施 工 し た 実 績 が 



  が あ る こ と 。 

 そ の 他 構 

成 員 の 要

件 

１  主 た る 営 業 所 が 富 山 市 の 区 域 内 に あ る こ と 。 

２  入 札 参 加 資 格 決 定 通 知 書 で 通 知 さ れ た 土 木 工 事 の

総 合 点 数 が １ ， ０ ６ ０ 点 以 上 で あ る こ と 。 

３  ２ 級 土 木 施 工 管 理 技 士 （ 土 木 ） と 同 等 以 上 の 資 格

を 有 す る 者 （ 以 下 「 ２ 級 土 木 施 工 管 理 技 士 （ 土 木 ）

等 」 と い う 。 ） を 配 置 で き る こ と 。 た だ し 、 契 約 金

額 が ３ ， ５ ０ ０ 万 円 以 上 と な る 場 合 は 、 専 任 で 配 置

す る こ と と し 、 そ の 配 置 技 術 者 は 、 営 業 所 専 任 技 術

者 で な い こ と 。 

４  契 約 時 に お い て 、 ３ の 前 段 の 配 置 技 術 者 は 他 の 工

事 の 専 任 技 術 者 で な い こ と と し 、 ま た 、 ３ の た だ し

書 に 規 定 す る 配 置 技 術 者 は 他 の 工 事 に 配 置 さ れ て い

る 者 で な い こ と 。 た だ し 、 ３ の 規 定 に よ る 配 置 技 術

者 が 平 成 ２ ６ 年 ２ 月 ３ 日 付 け 国 土 建 第 ２ ７ ２ 号 「 建

設 工 事 の 技 術 者 の 専 任 等 に 係 る 取 扱 い に つ い て （ 改

正 ） 」 に よ り 、 建 設 業 法 施 行 令 第 ２ ７ 条 第 ２ 項 の 当

面 の 取 扱 い の 適 用 （ 以 下 「 専 任 等 の 当 面 の 取 扱 い の

適 用 」 と い う 。 ） を 受 け る こ と が で き る 場 合 は 、 こ

の 限 り で な い 。 

５  平 成 １ ６ 年 ４ 月 １ 日 以 降 に 官 公 庁 等 発 注 の 土 木 一

式 工 事 を 元 請 と し て 施 工 し た 実 績 が あ る こ と 。 

６  平 成 １ ７ 年 ４ 月 １ 日 以 降 に 官 公 庁 等 又 は 軌 道 事 業

者 発 注 の 新 設 軌 道 工 事 を 元 請 と し て 施 工 し た 実 績 が

あ る こ と 。 

 調 査 基 準 

価 格 を 下 

回 る 価 格 

で 契 約 を 

締 結 す る 

１  契 約 金 額 が ３ ， ５ ０ ０ 万 円 未 満 の 場 合 

代 表 構 成 員 は 、 １ 級 土 木 施 工 管 理 技 士 等 を 、 そ の

他 構 成 員 は 、 ２ 級 土 木 施 工 管 理 技 士 （ 土 木 ） 等 を 専

任 で 配 置 す る こ と と し 、 い ず れ の 配 置 技 術 者 も 、 営

業 所 専 任 技 術 者 で な い こ と 。 



 場 合 の 配 

置 技 術 者 

 

２  契 約 金 額 が ３ ， ５ ０ ０ 万 円 以 上 の 場 合 

代 表 構 成 員 は 、 １ 級 土 木 施 工 管 理 技 士 等 を 、 そ の

他 構 成 員 は 、 ２ 級 土 木 施 工 管 理 技 士 （ 土 木 ） 等 を 、

さ ら に 、 構 成 員 の い ず れ か か ら １ 級 土 木 施 工 管 理 技

士 等 を 専 任 で 配 置 す る こ と と し 、 い ず れ の 配 置 技 術

者 も 、 営 業 所 専 任 技 術 者 で な い こ と 。 

 共 同 企 業 次 の 各 号 の 全 て の 要 件 を 満 た す こ と 。 

 体 の 結 成 

に 関 す る

留 意 事 項 

(1) 構 成 員 は 、 こ の 工 事 に つ い て 他 の 共 同 企 業 体 の

構 成 員 で な い こ と 。 

(2) 代 表 構 成 員 は 、 構 成 員 中 最 大 の 出 資 比 率 を 有 す

る も の で あ る こ と 。 

(3) 構 成 員 の 出 資 比 率 が そ れ ぞ れ ３ ０ パ ー セ ン ト 以

上 で あ る こ と 。 

提 出 書 類 入 札 の 際 、 建 設 工 事 の 条 件 付 き 一 般 競 争 入 札 に お け る

各 入 札 に 共 通 し て 必 要 と な る 事 項 に つ い て ４ （ １ ） ア

、 イ 、 ウ 、 エ 及 び オ に 掲 げ る 提 出 書 類 の ほ か 、 使 用 印

鑑 届 兼 電 子 入 札 用 委 任 状 を 入 札 書 の 受 付 締 切 日 時 ま で

に フ ァ ク シ ミ リ 等 に よ り 入 札 及 び 契 約 を 担 当 す る 課 へ

提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

入札 及び契約 

を担 当する課 

富 山 市 財 務 部 契 約 課 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０ ７ ６ － ４ ３ １ － ７ ６ ６ ５ 

契 約 条 項 等 の

閲 覧 期 間 

令 和 元 年 １ １ 月 １ ８ 日 か ら 同 月 ２ ９ 日 ま で 

（ 日 曜 日 、 土 曜 日 及 び 休 日 を 除 く 。 ） 

設 計 図 書 に 対 令 和 元 年 １ １ 月 １ ８ 日 か ら 同 月 ２ ５ 日 ま で 

す る 質 問 期 間  

質 問 に 対 す る

回 答 期 限 

令 和 元 年 １ １ 月 ２ ７ 日 

入 札 の 方 法  富 山 市 電 子 入 札 シ ス テ ム に よ る 電 子 入 札 

入 札 書 の 

受 付 締 切 日 時 

令 和 元 年 １ １ 月 ２ ９ 日 午 後 ５ 時 ０ ０ 分 

 



開 札 日 時 及 び 令 和 元 年 １ ２ 月 ３ 日 午 前 ９ 時 ３ ０ 分 か ら 

場 所 富 山 市 役 所 東 館 ４ 階 入 札 室 

調 査 基 準 価 格 有 （ 失 格 基 準 を 適 用 す る 。 ） 

工 事 代 金 

支 払 条 件 

前 金 払  有 

部 分 払  有 

 


